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会議録（1） 

会議の名称 平成 28 年度第 1 回 廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 
平成 28 年 9 月 28 日（水） 

開会 午後 1 時 30 分 閉会 午後 4 時 15 分 

開催場所 飯能市役所 本庁 5 階 501 会議室 

議長氏名 西久保信夫 

出席委員 
西久保信夫  高 垣 行 男  中 村    力  青 木 鑛二郎 

齊 藤 光 夫  荒 井 勝 博  河 合 享 子  石 崎  香 

欠席委員 加 藤 義 明   柳 澤 直 樹 

説明者等 

の職氏名 

飯能市長 大久保 勝 

産業環境部長 久保 寿夫   

資源循環推進課長 佐野 元一 

資源循環推進課クリーンセンター建設担当課長 村嶌 豊和 

資源循環推進課施設担当主幹（リーダー）佐野 安幸 

資源循環推進課収集担当主査（リーダー）小能 啓幸 

資源循環推進課収集担当主査 平田 旭彦 

聴者の数 なし 

会議次第 別紙のとおり 

配布資料 別紙のとおり 

事務局職員 

職氏名 

減量・リサイクル推進担当主査（リーダー） 鳴島昌代 

減量・リサイクル推進担当主任 加藤達也 
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会議録（2） 

議事の概要（経過）・決定事項 

議題(1)「事業系一般廃棄物処分手数料の改定及び徴収方法の一部変更について」（諮問・

答申）の検討については、事務局から資料に基づき説明を行い、意見交換・質疑応答を

行った後、廃棄物減量等推進審議会から一部意見を付し市長に答申書を提出した。 

 

（市長退室） 

 

議題(2)「平成２７年度事業報告及び平成２８年度事業について」は、事務局から資料に

基づき説明を行い、質疑応答を行った。 

 

議題(3)「ごみ処理施設建設工事の進捗状況について」は、事務局から資料に基づき説明

を行い、質疑応答を行った。 
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会議録（3） 

発言者 発言内容 

資源循環推進課長 次第 2 の議事に入ります。 

審議会条例第 6 条第 1 項に基づき、会長に議長をお願いしますので、

よろしくお願いいたします。なお、本日、当審議会へ大久保市長から諮

問事項がございます。諮問書を市長から西久保会長へ提出させていただ

きます。（諮問書手渡し） 

なお、市長はこの後の予定がありますので、ここで退席いたします。 

議長（会長） それでは議題（1）「事業系一般廃棄物処分手数料の改定及び徴収方法

の一部変更について」の諮問について審議いただき、本日答申を市長へ

提出したいと思いますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。そ

れでは、事務局から説明をお願いします。 

資源循環推進課長 

資源循環推進課 

収集担当リーダー 

資料①1～5、及び別紙に基づき説明。 

議長（会長） 説明は以上です。今回で答申に向けて皆様のご意見をまとめます。皆様

から、忌憚のないご意見をお願いいたします。何かご質問はありますか。 

委員 

 

新施設のごみ処理費用を考えると、また値上げが必要になってくるので

はないですか。１００％とは申し上げませんが、もう少し負担してもら

ったほうが良いと思います。 

資源循環推進課長 

 

 

平成５年頃から何度か手数料の改定について検討されましたが滞って

いました。今回の１００円から２００円への改定は、近隣市との比較か

らも妥当と考えておりますが、段階的に検討する必要性を感じておりま

す。また、今後は粗大ごみの手数料についても検討する必要があると考

えております。 

職務代理 

 

新施設を設計する時点で、処理費用を下げるように考えるのが常識では

ないかと思います。説明の中にあった「クリーンセンター施設運営管理

事業費」が非常に増えるというのはなぜですか。 

資源循環推進課長 

 

現在建設中の新施設は、補助金の関係で今後の人口やごみ量等の見込み

により規模に制限があり、現施設よりも小規模な能力となります。現施

設は平日の日中は市の職員が運転し、夜間と休日は委託業者が運転して

います。また、能力に余裕があるため２炉のうち１炉ずつの交互運転や

設備の部品交換などは職員が行ったりと非常にコンパクトな施設運営

が出来ていました。 
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会議録（3） 

発言者 発言内容 

資源循環推進課長 しかし、新施設では能力が小規模となるため２炉同時の２４時間運転と

なり、機能の高度化や発電など新機能の導入により委託料が上がる見込

みです。 

職務代理 新施設となるのに、経費が上がるのは理解しがたいので、削減の努力を

した方が良いと思います。処理費用を下げる手立てはないのでしょう

か。 

資源循環推進課 

収集担当リーダー 

新施設の委託業者は新しい業者に代わるので、すぐに減額することは難

しいですが、今後運営していく中で精査できるところがないか気を付け

ていきたいと思います。 

委員 今回の手数料の値上げは、新施設建設費の原価償却のためではないので

すか。 

資源循環推進課 

施設担当リーダー 

違います。ただし、収集費用については考慮できます。 

委員 新施設の運営管理面に関しては、施設が良くなれば維持管理費がかかる

と考えれば良いですね。 

資源循環推進課 

施設担当リーダー 

そのとおりです。施設運営管理事業費が高くなるのは、有害物質である

ダイオキシン、塩化水素等の現施設より更なる発生抑制など、環境にや

さしくなるように施設が良くなっているためと理解していただけたら

と思います。 

職務代理 これから、議会等で説明をしていくと思いますが、今回の手数料改定に

ついて、なぜ改定するのか、という理由をしっかりと説明できるように

しておいてください。 

資源循環推進課長 今回の手数料改定により、公費負担を下げることができますので、市民

は排出事業者の負担が増えるのは当然のことと見ていただけると思い

ます。排出事業者に対しては、１年間の周知期間を利用し、チラシや広

報はんのう、ホームページ等を通じて説明をします。また、リサイクル

の啓発等、事業系ごみの減量、資源化についても指導していきます。 

委員 発電は売電できるのですか。 

資源循環推進課 

施設担当リーダー 

売電できる機能はありますが、施設内での使用を主に想定しておりま

す。２炉稼動で８３０ｋｗですが実際どのような状況となるか、運転状

況を見ながら対応を考えていきます。 
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会議録（3） 

発言者 発言内容 

議長（会長） 他にご質問等ありますか。 

ないようですので、以上で質疑を終了し採決を行いたいと思います。 

「事業系一般廃棄物処分手数料の改定及び徴収方法の一部変更につい

て」の内容にご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議長（会長） なしですので、原案のとおり了承するとの答申書を市長あてに提出す

ることとします。なお、審議会から答申の中に付帯意見として「改定

時期、改定に係る周知及び事業系ごみの適正処理について」を付け加

えることとします。 

 答申書作成（市長到着） 

議長（会長） それでは、飯能市廃棄物減量等推進審議会から市長へ「事業系一般廃

棄物処分手数料の改定及び徴収方法の一部変更について」の諮問につ

いての答申書を提出いたします。 

議長（会長） （答申書を読み上げ、市長へ提出。） 

答申書の提出は以上です。本答申を踏まえ今後の事業系一般廃棄物の

適正処理をより一層推進していただきますようお願い申し上げます。 

市長 答申書受領後、退室。 

議長（会長） 続きまして、議題（2）「平成２７年度事業報告及び平成２８年度事業

について」事務局から説明をお願いします。 

資源循環推進課 

減量・リサイクル 

推進担当リーダー 

収集担当リーダー 

資料②1～3 に基づき説明。 

議長（会長） 議題(2)について、何かご質問はありますか。 

委員 なし。 

議長（会長） ないようですので、次に議題(3)「ごみ処理施設建設工事の進捗状況に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

資源循環推進課 

クリーンセンター 

建設担当課長 

資料③に基づき説明。 
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会議録（3） 

発言者 発言内容 

議長（会長） 議題(3)について、何かご質問はありますか。 

職務代理 新施設が出来上がったら、旧施設はどうなるのですか。 

資源循環推進課 

クリーンセンター 

建設担当課長 

全て解体します。 

議長（会長） 焼却炉が北側に移って問題はありませんか。 

資源循環推進課 

クリーンセンター 

建設担当課長 

問題ありません。平成２３年２４年に住民説明会も実施しています。 

議長（会長） 他に何かご質問はありますか。ないようですので以上で議事を終了し

ます。長時間にわたり慎重なご審議をいただき、ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

議事のてん末・概要を記載し､その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

平成  年  月  日 

              議長の署名                  

 


